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〔論　説〕

グローバル競争と経営近代化
―醸造業を事例として―
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はじめに

　資本主義は、封建体制の束縛を打破して出現した。市民革命によって、封建

的身分制度が崩壊し、市民による自由な経済活動が可能となった。土地を基礎

とする経済から商品経済が一般化する体制へと移行し、封建的共同体は解体に

向かった。資本主義経営を行う企業は、「資本の論理」（1）に立ち、最初は、個

人企業が中心であったが、しだいに会社（株式会社）形態の企業が、中心的な

位置を占めるようになった。資本主義は、17世紀に二度の市民革命を達成した

イギリスによって先導されたが、19世紀後半には、国家の統一を実現したアメ

リカ・ドイツで大企業が成長し始め、とりわけアメリカの影響力が拡大した。

株式会社制度に基づいて設立された大企業の多くは、中央本社をもち、専門経
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営者によって支配される近代的企業であった。現代においても、米英資本主義

の系譜によって、世界経済の発展は先導されている。グローバリゼーションは、

経済・社会構造のみでなく、環境問題にまで及んでいる。商品経済が、グロー

バルに一般化し、利潤を求める企業の活動がこれを活発化している。このグロー

バリゼーションを可能にしているのは、ICT とりわけ、通信技術の革新である。

近年では、リカード的な外国貿易を超えて (2) 経済のグローバル化が進展して

いる。企業は、グローバル競争に打ち勝つために、イノベーションが必要となっ

ている。企業がイノベーションを遂行するにあたっては、保有する経営資源が

重要であり、とりわけ、中小企業にとっては、人が、最も重要な経営資源である。

(3) しかし、同族経営においては、創業家の支配力が強く、従業員の能力より

も創業家につながる血縁が重視され、一族が要職を独占する傾向がある。この

ことは、能力をもつ他の従業員のモチベーションを低下させる要因となってい

る。

　他方、日本は、明治維新によって、不完全ながら市民革命を達成した。19世

紀半ば以降、欧米の企業制度が導入され、株式会社形態が普及し、次第に、大

企業が成長し始めた。しかし、その多くは中小企業であり、同族経営を行う企

業であった。同族的経営は、創業家による企業内支配が大きな特徴である。ま

た、戦後の日本の企業においては、家族主義的な性格をもつ日本的経営が一般

的であった。企業は、従業員の一生の生活を保障する場であり、家庭よりも企

業での仕事を優先させる状況がしばしばみられた。1990年代半ばには、大企業

においてもリストラを迫られ、これが正社員にまで及ぶことによって、企業と

従業員との一体感は大きく動揺した。「失われた20年」の過程で、日本企業は、

多くの分野において、国際競争力を低下させた。日本においては、グローバル

な競争が進展する中で、伝統的な経営方式は、維持が困難となりつつある。グ

ローバル競争の時代の企業にとって、急速に変転する企業環境に対応可能な柔

軟な組織構造を構築し、同時に経営近代化を図ることが重要である。経営近代

化とは、伝統的な経営方式からの脱却を図ることであり、さしあたりは、アメ
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リカ的な経営方式を見習うことでもある。また、グローバル競争の時代には、

能力をもつ経営者による経営が必要である。本稿では、今日においても、伝統

的体質を強く有する日本の醸造業を事例として、企業にとって、組織構造の革

新と経営近代化の必要性について、分析を進めることとする。

1．日本の醸造業

　日本経済にとって、醸造業は、長い歴史をもつ産業である。異なった自然環

境や発酵条件の下で、人間にとって有用な生産物 (食料品 )をつくり出そうと

する試みは、古くからみられた。その中でも、酒造業は、経済の中で、しばし

ば重要な位置を占めてきた。酒造業においては、古くは律令制のもとで、朝廷

には、造酒司が設置され、朝廷儀式用の酒の生産が行われた。(4) 鎌倉時代に

入ると酒屋が発生した。酒屋は、土倉を兼ねる豪商として発展した。室町時代

に入ると、幕府は、酒屋役を徴収し、重要な収入源となった。さらに、江戸時

代に入ると、各地に造り酒屋と呼ばれる、酒の製造と販売を兼ねる業者が増大

した。酒造業者は、運送・流通・販売などの分野にも進出し、幕府は、運上金・

冥加金などの税を課し、各藩も、各種の税を課した。1680年代以降には、出稼

ぎ労働者の形態としての杜氏集団が発生した。(5) これらの醸造業を営んでき

たのは、地域の素封家であった。これらの酒造業においては、代々伝えられた

設備と農閑期に酒づくりを指導する杜氏の存在によって、その品質が保障され

た。19世紀の後半には、明治維新を契機として、日本の資本主義が開始された。

近代的な会社制度が導入され、多額な資金調達が可能な株式会社が普及した。(6)

醸造業においては、合名会社や合資会社といった、同族経営が維持しやすい会

社形態をとる事例が多くみられた。また、歴史的に、醸造業は、原料立地型の

産業であり、立地する地域に、良質の原材料や地下水などが存在すること、河

川などの交通路を通しての輸送路を確保など、立地条件の良さが、企業発展の

大きな要因となっていた。また、地域によって、気候などの発酵環境が異なり、
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このことが、品質の差異化に影響し、多数の中小企業が存続する要因の一つと

なっていた。また、醸造業においては、日本の各地に同業者の集積がみられ、

地域ブランドを形成してきた。しかし、近年においては、一部において、技術

革新によって、原料などの存在に拘束されない、近代的工場が建設されるよう

になり、大企業の工場が、都市周辺などの消費地に建設されるようになってい

る。

2．寡占化と創業家支配

　市場における自由競争は、競争力の劣る企業を淘汰し、寡占化をもたらす。

自由競争の中で、多くの中小企業が淘汰され、一部の大企業を基軸とする経済

体制が形成される。これらの競争力をもつ大企業は、地域市場から全国市場、

グローバル市場へと、市場を拡大することになる。これらの大企業は、製品の

品質を安定化させ、差別化を実現し、ナショナル・ブランドの構築に成功した

企業である。しかし、古い体質を強く残す醸造業界においては、寡占的な大企

業に成長した後も、創業家の支配的影響が、各所にみられた。こうした同族経

営は、資本主義成立の最初から見られている経営方式であり、アダム・スミス

も「株式会社の事業は、つねに取締役会によって運営されている。…このよう

な会社の取締役たちは、自分自身の貨幣というよりも、むしろ他の人々の貨幣

の管理者なのであるから、合名会社の社員がしばしば自分自身の貨幣を監視す

るのと同一の小心翼々さで他の人々の貨幣を監視することを期待するわけには

いかない。富者の執事のように、かれらは小事に注意すると主人の名誉にはな

らぬと考えがちで、注意を怠ることを何とも思わない。それゆえ、このような

会社の業務の運営には、怠慢や浪費が多かれすくなかれつねにはばをきかせざ

るをえない」(7) としているように、同族企業よりも株式会社に対して、否定

的な見解をもっていた。醸造業は、古い歴史をもつ製造業であり、日本には、

多数の醸造メーカーが存在し、多くの中小企業が寡占メーカーと並んで存立し
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ている。醸造メーカーは、地域によって発酵条件の違いがあり、独自のブラン

ドを形成することが可能であった。この中で、一部の企業は、中小企業から大

企業へと成長した。この背景には、地域資源の存在や、ライバル企業間の競争、

新たに生じた市場における需要に、企業が、柔軟に対応できたことによる。し

かし、こうして成長した一部の醸造メーカーにおいても、創業家による支配が

強く残っている事例が多くみられる。醸造業界は、しばしば変革期を経験して

きた。その多くの節目となったのは、需要の拡大期であった。需要の拡大が、

企業のイノベーションを引き出し、新たな市場に参入した企業との間にライバ

ル間競争を生み出した。J.A. シュンペーターは、「しかも、再び始まる発展は、

新しい発展であって、単に旧い発展の継続ではない。たしかに、経験の教える

ところによれば、それは、大体において、以前と似た方向に動くものであるが、

しかし、計画の連続性は、破られている。新しい発展は、以前のものとは異なっ

た前提から、また部分的には、以前のものとは異なった人々から出発する。多

くの旧い希望や価値は、永久に葬られ、まったく新しい希望や価値が生まれる」(8)

と述べている。

　醸造業の中でも大きな役割を果たしてきたのは、酒造業であった。日本の酒

造業には、少数の大企業と多数の中小企業が存在し、地方には、多くの酒造地

が存在し、老舗割合が高いという特徴をもつ。(9) 酒造業においては、原料で

ある良質の米や水、職人である杜氏の存在が重要であった。酒造業の集積地の

一つである京都・伏見においては、月桂冠、宝酒造、黄桜などの大規模メーカー

と中小メーカーが立地している。京都・伏見においては、酒造に適した良質の

地下水が存在し、また、水陸交通の要衝であった。(10) また、下請けとは異な

る進取的行動をとる酒造会社が多くみられる。(11) 他方、灘五郷は、良質の地

下水が存在し、冬の寒冷な六甲おろしは、この地域において、良質の酒造を行

うのに適した環境を提供した。灘は、海に直面し、酒の大量出荷・輸送に有利

な条件を備えていた。(12) 神戸市の沢の鶴・菊正宗・白鶴、西宮市の日本盛・

大関・辰馬本家酒造など、全国的に知られる酒造会社が存在する。江戸時代、
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これらの酒造業は、個人企業で、代々世襲の当主が受け継ぎ、本家・分家制度

があった。また、これを支えたのが、奉公人・別家制度であった。(13) こうし

た酒造業においても、20世紀の初めには、家業を脱却し、株式会社形態をとる

企業が出現した。(14) これらの地域では、市場を全国に拡大し、品質が安定化し、

高い品質をもつ製品としてのナショナル・ブランドを有する大企業が出現した。

　味噌・醤油は、生活必需品であり中国の醤に起源をもつといわれる。味噌は、

奈良時代には、未醤 ( みしょう ) と呼ばれていた。味噌の主要原料は、大豆・米・

塩などであり、自給的に製造されることもあったが、次第に、商品化が進展した。

また、味噌の製造においても、気候などの地域的特質がみられる。信州味噌は、

長野県に本拠地をおく味噌メーカーが製造する製品の総称であり、地元のメー

カーが歴史的に作り上げてきたブランドである。大豆と米麹を用いた味噌であ

り、首都圏などの大市場において、大きな占有率を占めている。信州味噌のメー

カーには、マルコメ、竹屋、山高、ハナマルキなどがあり、同族的に経営され

る企業も多くみられる。他方、関西においては、関東とは消費者の嗜好が異なり、

白味噌を生産する味噌メーカーが存在する。関西の味噌メーカーの製造する製

品は、甘口で、塩分が低いという特徴がある。名古屋圏においては、その気候

条件から、豆味噌文化が存在し、岡崎市で生産される八丁味噌は、その代表的

なものである。八丁味噌は、岡崎市の2社のみであり、ライバル間競争を通して、

発展してきた。まるや八丁味噌は、創業家の支配を離れ、株式会社形態をとっ

ているが、カクキューのブランドをもつ合資会社八丁味噌は、歴代当主は、早

川久右衛門を名乗っており、創業家による支配が続いている。

　醤油は、味噌から派生的に誕生した。味噌の製造過程で出る上澄み液を汲み

上げて液体調味料としたたまり醤油は、今日の醤油につながっていった。醤油

の主要原料は、大豆・小麦・塩である。醤油の品質も、気候・風土の違いによ

る発酵条件が影響し、製品の地域的差異が大きい。近世初期の大消費地である

江戸の醤油は、「下り醤油」と呼ばれる関西の醤油醸造業者に依存していたが、

次第に、「地廻り醤油」の生産が増加した。(15) 関東の醤油醸造業は、江戸近郊
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農村や、下総国の野田・銚子において、醤油業が発展した。野田・銚子は、後

背地に原料である大豆・小麦・塩の生産地が存在し、また利根川水系を利用し

た交通路の要地に位置し、大消費地に近いという利点を有していた。野田にお

いては、1661年、高梨兵左衛門が醤油の製造を開始し、1917年には、茂木一族

と高梨一族等の八家合同による野田醤油株式会社が設立された。1940年には、

全国で商標をキッコーマンと統一し、日本を代表する醤油メーカーに発展した。

今日、キッコーマンは、国内の醤油市場の約3割、海外市場の約5割を占有する

寡占企業である。また、利根川の河口の銚子には、ヤマサ醤油・ヒゲタ醤油な

どの企業が立地している。他方、関西では、薄口の醤油が好まれる傾向がある。

　日本の食酢醸造業は、江戸時代に初めに米酢によって確立した。(16) しかし、

17世紀に、江戸湾の海産物を利用した早すしの需要が高まると、醸造酢の需要

が拡大した。愛知県半田市の造り酒屋であった中埜家は、清酒を作った残りの

酒粕を原料とした食用酢を低コストで製造することに成功し、製品を江戸で安

価で販売することによって、家業を拡大した。この醸造酢の製造方法の革新に

よって、業界においては、ミツカンが、リーディング・カンパニーの役割を担

うようになった。ミツカンは、戦前には、中埜財閥と呼ばれるまで成長した。

ミツカンは、中埜家が支配する同族企業である。（17）

　また、19世紀の開国以後、洋酒の需要が増大し、この分野におけるイノベー

ションの推進者としての企業家を生み出した。(18) 洋酒の国産化は、先ず、ビー

ル業界において生じた。1870年には、ウィリアム・コープランドが、横浜で、

スプリングバレー・ブルワリーの名で醸造所を開設し、居留地内で販売した。(19)

他方、1876年には、北海道開拓使長官の黒田清隆は、ドイツでビール醸造の技

術を学んだ中川清兵衛を雇用し、開拓使麦酒醸造所を札幌に開設した。(20)当初、

ビールは、高級品であり、居留地の外国人や上流階級の日本人向けに販売され、

明治中期には、全国に100を超える小さなビール醸造所が存在した。(21) しかし、

ビール業界は、規模の経済が作用するため、大資本のメーカーほど有利である

という特質をもつ。この結果、明治30年代後半には、群小のビール醸造所が消
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滅し (22)、他方、一部の企業が大規模化した。1889年には、有限責任大阪麦酒

会社が、大阪市内に設立され、最新の技術と大資本を投入した、ビール産業が

開始された。(23)1906年には、札幌麦酒醸造所に起源をもつ札幌麦酒、大阪麦酒、

日本麦酒 (1877年設立 ) の3社が合併して、大日本麦酒が成立した。(24) さらに、

翌年には、麒麟麦酒が設立され、第二次世界大戦前においては、大日本麦酒と

麒麟麦酒2社の寡占体制が形成された。1949年、大日本麦酒はアサヒビールと

サッポロビールの2社に分割され、麒麟ビール、アサヒビール、サッポロビー

ル3社の寡占体制が形成された。(25) ビールは、戦後の高度経済成長期を通じて、

大衆化が進展した。

　20世紀に入って、総合洋酒メーカーとして発展したのが、サントリーであっ

た。1899年、鳥井信冶郎は、大阪で、鳥井商店を起業した。1906年、鳥井商店は、

寿屋洋酒店と改称した。サントリーは、製品の品質維持とともに、巧みなマー

ケティング戦略を採用し、差別化を実現して、ブランドを高めようとする戦略

を実施した。寿屋洋酒店が発展する契機をつくったのは、同年に発売した、赤

玉ポートワインであった。赤玉ポートワインは、日本人の嗜好に合ったワイン

として開発し、その基盤形成に重要な役割を担った。寿屋洋酒店は、1921年、

株式会社寿屋を経て、1963年、サントリー株式会社に商号変更した。鳥井は、

国産ウィスキーの製造にも取り組み、1923年、山崎の地に山崎蒸留所を建設し、

ウィスキーの開発を進展させた。1924年に竹鶴政孝を技術者として招き、1929

年には、最初の国産ウィスキー第一号である白札を発売した。1937年には、角

瓶を発売し、ウィスキー事業は軌道に乗った。戦後は、1946年のトリス、1950

年のオールドの発売によって、洋酒メーカーのリーダー企業としての地位を確

立した。オールドは、その形状から「だるま」「たぬき」の愛称をもち、顧客

の支持を得た。また、1963年、武蔵野ビール工場で、ビールの製造を再開し

た。サントリーのビール事業は、42年間、赤字であったが、創業家である鳥井

家の意向があり、事業を継続した。(26) サントリーのビール事業が持続したの

は、サントリーが同族企業であり、長期的な経営が可能であったことによる。(27)
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他方、1934年、竹鶴政孝が、寿屋を退職して、北海道の余市にウィスキー工場

を設立し、寿屋のライバル企業となった。竹鶴は、ウィスキーの本場であるス

コットランドにより近い自然環境を利用して、国産ウィスキーの生産に取り組

んだ。だが、竹鶴にみられるように、技術者は、顧客の欲求よりも、自らの技

術や品質を重視し、この結果、経営的視点に弱く、マーケティングの技法を駆

使するサントリーとの競争において、しばしば不利な立場におかれた。

　日本の醸造業は、今日なお、伝統・慣習を強く残している業界であり、大企

業を含めて、同族企業の比率が高いという特徴をもつ。日本の醸造業において

は、その多くにおいて、伝統や慣習が尊重され、創業家による支配が存続して

きた。また、こうした日本の醸造業は、地域の天然資源 (水・原材料 )や労働

力と強く結びつき、原料立地型ともいえるものであった。しかし、技術革新や

交通・通信手段の革新は、こうした、企業と地域との結びつきを断ち切り、品

質の標準化や大都市近郊などの大消費地に近い土地に工場を建設することを可

能とした。こうした中で、一部の大企業は、国内市場において、自社のブラン

ドを構築するに至り、海外市場への進出を図る企業もみられるようになった。

この結果、醸造品においても、海外との輸出入や、海外への直接投資が拡大した。

3．経営近代化への課題

　企業にとって、重要なことは、企業それ自体の維持・存続である。(28) 企業は、

発展する以前に、先ず、存続する必要がある。しかし、グローバル競争の中で、

企業にとっての存続・発展はますます困難となっている。他方において、競争

力をもつ少数の寡占企業を基軸とする経済が形成されるようになっている。19

世紀後半から、アメリカ・ドイツなどの諸国で、株式会社制度を背景として、

大企業が成長し、大企業が形成され始めた。市場における自由競争は、多くの

中小企業を淘汰し、少数の大企業を基軸とする寡占市場を形成することにな

る。この過程で、創業家の影響力が後退し、専門経営者による支配が一般化し
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はじめた。A.D. チャンドラーは、アメリカにおける最初の近代企業としての

鉄道企業についての分析を行い、「鉄道は、最初の近代企業であった。すなわち、

鉄道は、最初に多数の俸給管理者を必要とした企業であったばかりでなく、ミ

ドルの管理者が運営し、取締役会に直属するトップの管理者が指揮する、中央

本部を備えた企業であった。鉄道は、また、中央本部と地域本部、さらには現

業単位の間の責任と権限、および伝達の明確な範囲を規定した大規模な内部組

織構造をアメリカで最初につくり上げた企業であった。さらに鉄道は、多数の

管理者の職務を統制し、評価するための財務および統計の流れを初めて開発し

た企業であった」(29) としている。チャンドラーにとっては、アメリカの鉄道

業は、「所有と経営の分離」が最初に行われた大企業であり、構想を執行が明

確に分離し、中央本部によって、専門経営者によって指揮された企業であった。

アメリカの鉄道会社は、多数の管理者の職務を統制し、評価するための財務お

よび統制の流れを初めて開発した企業であった。こうして、資本主義の発展に

ともなって、創業家ではなく、資本所有に基づかない、専門経営者による経営

が行われるようになった。

　また、1932年、A. バーリーと G. ミーンズが、株式会社制度の普及と所有と

支配の分離を指摘した。「株式会社の富の所有権が、より広範囲に分散されて

来るに従って、その富の所有権と、これに関する支配とは、同一の掌中にある

ことが段々となくなるに至った。株式会社制度のもとでは、産業用富に関する

支配は、最小限の所有権益に基づいて行使されることが出来、また、少しの所

有権もない富の支配なるものが、株式会社発展の論理的所産として出現する。」(30)

しかし、大企業の経営においては、カン・コツに基づく「なり行き管理」では、

限界があり、20世紀初めには、F.W. テーラーが出現し、科学としての経営学が

誕生することになった。(31) 大企業は、巨大な資産を有し、組織が複雑であり、

これを維持するためには、伝統的な「成り行き」よる伝統的な経営方式ではな

く、より合理的な経営が必要とされるようになった。

　20世紀に入ると、日本においても、紡績などを中心に、大企業が成長し始め、
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アメリカ・ドイツの経営学が紹介されるようになり、戦後においては、とりわ

けアメリカ経営学の影響が強まった。しかし、日本においては、家族主義的性

格をもつ日本的経営が一般的に行われており、戦後の高度経済成長期を通じて、

日本的経営は、うまく機能し、日本経済の発展の重要な要因とみなされるよう

になった。J. アベグレンが『日本の経営』(1962) で、日本の企業の特徴を指

摘した。「日本とアメリカにおける工場の社会的組織を比較してみると、一つ

の相違点がただちに注目されてくる。その相違点は、一貫して、両制度の間の

全体の相違の大部分を支配し、これを浮彫りにするものである。どのような水

準にある日本の工業組織でも、労働者の入社にさいして、彼が働ける残りの生

涯を会社に依存する。会社は、最悪の窮地においこまれた場合を除いて、一時

的にせよ、彼を解雇することをしない。彼は、他の会社に職を求めて、その会

社を離れることをしない。彼は、人々が家族、友愛組織、その他、アメリカに

おける親睦団体の構成員である場合に似た方法で、会社の構成員となるのであ

る」(32)、1980年代に至るまで、終身雇用制を根幹とする日本的経営は維持され、

日本企業の経営方式の主流を形成した。しかし、日本的経営は、前近代的性格

を残すものであった。歴史的に見れば、日本の資本主義は、欧米諸国と比較し

て、市民革命が不徹底であり、資本主義の未成熟性の反映と考えられる。1990

年を前後して、多数の日本的経営論についての研究がなされた。(33)1990年代

に入ると、アメリカの復活・中国の経済成長と対照的に、日本経済が長期不況

に陥り、金融機関が破綻し、大企業がリストラ行うなど、終身雇用制を維持す

る余力を失いはじめた。この結果、企業と従業員との信頼関係は揺らぎ始めた。

企業は、熾烈なグローバル競争の中で生き残る必要に迫られ、従業員の生涯の

生活を保障する余裕はなくなった。株主主権、短期的な成果主義、それを達成

するためのトップ・ダウン方式の経営など、「資本の論理」を強く有するアメ

リカ型経営が、日本企業の経営方式に、大きな影響を及ぼし始めた。

　今日、熾烈なグローバル競争が展開され、製品のコモディティ化が進展し、

そのライフ・サイクルが短縮化し、日本企業は、この中で生き残るための経営
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変革を求められている。今日の日本企業は、急速に変転する企業環境の変化に

対応するためにも、柔軟な組織構造を構築し、経営の近代化を図る必要がある。

また、グローバル競争の中で生き残るためには、従業員の能力を最大限活用す

る必要がある。他方において、「成り行き」を廃し、科学に基づく経営が必要

である。しかし、日本においては、中小企業をはじめ、多くの企業は、依然と

して、同族的に経営されており、9割以上が、同族経営である。(34) 特に、醸造

業界は、長い歴史をもち、慣習と技術を継承し、経営を維持してきた。醸造業

界においては、「所有と経営の一致」が一般的であり、創業家を中心とする一

族による経営が行われてきた。こうした同族企業は、醸造業においては、創業

家の支配を維持する目的で、個人企業の段階から会社形態に移行した後も、合

名・合資会社という会社形態がとられることが多くみられた。また、長い歴史

をもつ醸造メーカーでは、引き継いだ遺産を活用し、企業理念の継承が重視さ

れることが多く、伝統的な慣習や経営方式が尊重されてきた。このように、日

本の醸造業は、長い歴史をもち、伝統的体質を強く有する産業である。しかし、

今日、醸造業界は大きな転換期にいる。グローバリゼーションの進展は、醸造

メーカーにとっては、経営の変革を迫られる大きな要因となっている。今日の

資本主義においては、その基軸に大企業が位置し、寡占体制が形成されるよう

になった。大企業においては、「所有と経営の分離」が進展し、専門経営者に

よる支配が広くみられる。しかし、中小企業、とりわけ醸造業など古い体質を

強く残した産業においては、依然として「所有と支配の一致」が維持され、創

業家による企業統制が強くみられる。醸造業界においては、会社形態をとる場

合においても、合名会社・合資会社といった、創業家が経営権を掌握する形態

がとられることが多い。株式会社制度を導入した場合においても、非上場とす

るなど、創業家が経営に深く関与し、同族経営が行われている。こうして、日

本の醸造業においては、創業家一族による支配が広くみられ、伝統的な慣習や

経営方式を固持している企業も多くみられる。一部の中小企業が、大企業に成

長した後も、この傾向は継続している。
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　しかし、熾烈なグローバル競争の中においては、経営の近代化が課題である。

急速に変転する市場環境の変化に、迅速かつ合理的に対応可能な経営が必要と

なっている。また、国内の産業構造が変化し、日本経済における醸造業の役割は、

低下している。醸造品市場においても、消費者嗜好の地域的差異を残しながら

も、均質化の傾向がみられる。欧米の醸造製品との競争が激化している。歴史

的にみれば、需要の変動は、イノベーションに大きな影響を及ぼす大きな要因

であった。市場における需要の変化に、商機を見出した企業家が、経営資源を

新分野に集中して投入することによって、イノベーションが推進された。他方、

資本の集積・集中が進展し、大企業が成長している。株式会社制度の導入によっ

て、零細な資本を集中することによって大企業の形成が可能となった。現代の

大企業体制は、株式会社形態を基本として存立し、巨額の資本を集めることが

可能となり、株式の分散化によって、株主は、無機能資本家し、専門経営者が

支配権をもつようになった。J.K. ガルブレイスは、知識階層としてのテクノス

トラクチャーの出現を指摘した。「それは、集団の決定に際し、専門化した知識・

才能、あるいは経験を提供するすべての人々を包摂しているのだ。企業を指導

する知性、すなわち、企業の頭脳をなすのは、この広い範囲の集団であって、

経営陣に含まれた小集団ではない。集団によるデシジョン・メーキングに参与

するすべての人々、あるいは、これらの人々が形成する組織に対しては、今ま

でのところ名称が存在していないので、私は、この組織を『テクノストラクチュ

ア』と呼ぶことを提唱する」(35) とし、知識・能力をもつリーダーによる社会

の発展を指摘した。

　こうした中で、日本の醸造業においては、今日においても、創業家による支

配広くみられ、伝統・慣習が重視している。しかし、グローバル競争の中で、

企業環境が大きく変化している。「競争戦略をつくる際の決め手は、会社をそ

の環境との関係で見ることである。会社の環境といっても、非常に広く、経済

的要因から社会的要因まで考えねばならないが、中心となるのは、会社が競争

を仕掛けたり、仕掛けられたりする業界では、業界構造のあり方は、会社が、
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今後とりうる戦略に大きな影響をもつだけでなく、競争ゲームのルールを大き

く左右させるのである」こうした状況の中で、企業の組織や経営方式も変革さ

れる必要がある。(36)

むすび

　利潤を求める企業の活動が、グローバルに展開するようになり、商品経済が

より一般化している。これを推進しているのは、交通・通信手段の革新、特に、

ICT の革新である。この結果、世界の一体化が進展し、世界は、ますます狭い

ものとなっている。1989年の東欧革命を契機として、一元的な市場(資本主義)

経済が形成され、このグローバル市場における企業間競争が激化している。グ

ローバル競争においては、豊富な経営資源をもち、市場のニーズに適応した商

品を供給する企業が存続・発展し、市場のニーズに応じることのできない企業

は、市場からの撤退を強いられる。また、経済のグローバル化の進展は、雇用

面にも及んでおり、雇用の国際的移動が活発化し、外国人労働者は、社会の底

辺部に位置づけられ、教育などの諸問題を生じさせている。(37) また、資本主

義諸国においては、株式会社形態の普及によって、大企業の成立が可能となり、

大企業を基軸とする経済が形成されるようになった。株式会社制度に基づく大

企業の成立は、「所有と経営の分離」を進展させ、多数の無機能資本家とともに、

専門経営者による経営を実現した。世界の市場経済化によって、企業をとりま

く環境は大きく変化している。資本主義諸国の政府の政策は、保護から、競争

の促進 (民営化・規制緩和 ) に移行し、グローバル競争に耐えられる競争力を

もつ企業の育成に変化した。経済のグローバル化の進展は、企業間の競争を生

み出し、先進資本主義諸国における新自由主義的政策もあって、メガ・コンペ

ティションと呼ばれる熾烈なグローバル競争が展開されるようになった。他方、

地域市場に依存してきた伝統的な中小企業にとっては、大きな試練となってい

る。これまで、単一民族国家として、排他的性格がみられた日本企業の経営に
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おいても変化がみられる。経済のグローバル化が進展する中で、日本では、大

企業を中心に、積極的な海外展開を行い、グローバル企業化するものもみられ

る反面、日本に進出する外資系企業が増大し、中途採用の多用など、日本の雇

用慣行に変化をもたらしている。(38) こうした状況において、一部の日本企業

は、経営家族主義や集団主義を特徴とする終身雇用制 (39) を維持することが困

難となり、終身雇用の転換がみられるようになった。(40) また、グローバリゼー

ションの進展にともなって、消費者の嗜好は、地域的特質を残しつつも、均質

化が進展している。他方、醸造業のような伝統的な設備・技術・慣習を基礎と

して、長期間存続してきた多くの企業は、経営方式の革新を迫られている。日

本においては、中小企業の比率が高く、その多くは、同族企業である。しかし、

同族経営は、しばしば血縁を優先し、有能な従業員のモチベーションを低下さ

せ、スピン・アウト等の形で、社外に排出し、自らのライバル企業をつくりだす。

他方、同族経営に対する肯定論も多く存在する。(41) また、企業不祥事が生じ

たときに、こうした同族経営がモニタリング・システム欠如の原因とされ、批

判の対象となることも多い。長い歴史をもつ醸造業においては、経営において、

創業家による支配が行われることが一般的であった。日本の醸造業は、それぞ

れ独自の企業理念を継承し、創業家が、企業内を統制してきた。しかし、熾烈

なグローバル競争の中で、企業環境が急速に変転しており、多くの醸造メーカー

においても、伝統的な経営方式・慣習によっては、存続が困難となりつつある。

企業は、環境の変化に対応した柔軟で合理的な経営を行うために、柔軟な組織

構造を構築する必要があり、経営近代化が課題となっている。歴史的にみれば、

日本の資本主義発展の中で、欧米の企業制度や科学的管理法 (42) 経営方式が積

極的に日本に導入されてきた。戦後は、高度経済成長期とその後の安定成長期

の日本企業の高業績を日本的経営に求める研究がなされたが、今日、日本的経

営は、その根幹である終身雇用制が動揺し、本質的な変化に直面している。資

本主義の発展は、商品経済の浸透によって、共同体的な性格を解体し、このこ

とが個々人の自立を求めるようになった。今日のグローバル競争の中で、企業
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は、経営方式の自己変革に挑戦する必要に迫られている。経済のグローバルが

一層進展する時代において、日本企業にとって、近代的経営とは、どのような

ものであるべきか。このことについての検討は、今後の課題としたい。

( 注 )
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